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地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
五
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
会
計
の
原
則
）

（
略
）

第
一
条

地
方
独
立
行
政
法
人
の
会
計
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
こ
の
省
令
に
定
め
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら

れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
従
う
も
の
と
す
る
。

２

金
融
庁
組
織
令
（
平
成
十
年
政
令
第
三
百
九
十
二
号
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
企
業
会
計
審
議
会
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
企
業
会
計
の
基
準
は
、
前
項
に
規
定
す

る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

３

地
方
独
立
行
政
法
人
に
適
用
す
る
会
計
の
基
準
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
公
示
す

る
地
方
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
に
公
正
妥
当
と
認

め
ら
れ
る
企
業
会
計
の
基
準
に
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
有
価
証
券
）

（
有
価
証
券
）

第
二
条

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
第
一
号
に

第
二
条

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
第
一
号
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
有
価
証
券
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
方
独
立
行
政

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
有
価
証
券
は
、
次
に
掲
げ
る
金
融
機
関
が
発
行
す
る

法
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
債
券
と
す
る
。

債
券
と
す
る
。

一

法
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人

次
に
掲
げ
る
債
券
（

一

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
ホ
に
掲
げ
る
債
券
に
あ
っ
て
は
、
安
全
か
つ
効
率
的
な
運

二

信
金
中
央
金
庫

用
に
資
す
る
も
の
と
し
て
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
限

三

長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
に
規
定
す
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る
。
）

る
長
期
信
用
銀
行

イ

特
別
の
法
律
に
よ
り
法
人
の
発
行
す
る
債
券

四

農
林
中
央
金
庫

ロ

金
融
債

ハ

社
債

ニ

貸
付
信
託
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
に
規
定
す
る
貸
付

信
託
の
受
益
証
券

ホ

外
国
政
府
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
、
国
際
機
関
及
び
外
国
の
特
別
の
法

令
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
外
国
法
人
の
発
行
す
る
債
券
で
あ
っ
て
、
本
邦
通
貨

を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の

二

法
第
八
十
一
条
に
規
定
す
る
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
（
第
十
四
条
に

お
い
て
「
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政
法
人
」
と
い
う
。
）

次
に
掲
げ
る
債

券
で
あ
っ
て
、
安
全
か
つ
効
率
的
な
運
用
に
資
す
る
も
の
と
し
て
、
総
務
大
臣

が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

イ

特
別
の
法
律
に
よ
り
法
人
の
発
行
す
る
債
券

ロ

金
融
債

三

そ
の
他
の
地
方
独
立
行
政
法
人

次
に
掲
げ
る
金
融
機
関
が
発
行
す
る
債
券

イ

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

ロ

信
金
中
央
金
庫

ハ

長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
二
条
に
規
定

す
る
長
期
信
用
銀
行

ニ

農
林
中
央
金
庫
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（
金
融
機
関
）

（
略
）

第
三
条

法
第
四
十
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
金
融
機
関
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一

信
用
協
同
組
合
及
び
信
用
協
同
組
合
連
合
会

二

信
用
金
庫
及
び
信
金
中
央
金
庫

三

労
働
金
庫
及
び
労
働
金
庫
連
合
会

四

農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会

五

漁
業
協
同
組
合
及
び
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

六

農
林
中
央
金
庫

七

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

（
資
産
及
び
負
債
に
関
す
る
書
類
）

（
略
）

第
四
条

法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
移
行
型
地
方
独
立
行
政
法
人
の
資
産
及

び
負
債
の
見
込
み
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
作
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

介
資
産
の
種
類
、
内
容
、
所
在
の
場
所
及
び
価
額

二

負
債
の
種
類
、
内
容
及
び
価
額

（
公
立
大
学
法
人
が
経
営
を
支
配
し
て
い
る
法
人
）

第
五
条

法
第
七
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
も

（
新
設
）

の
は
、
第
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
別
に
公
示
す
る
地
方
独
立
行

政
法
人
会
計
基
準
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
方
独
立
行
政
法
人
が
議
決
権
の
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過
半
数
を
保
有
し
て
い
る
会
社
等
と
し
て
連
結
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
会
社
と
す
る

。（
土
地
の
取
得
に
関
す
る
基
準
）

第
六
条

地
方
独
立
行
政
法
人
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
四
百
八
十
六
号
。

（
新
設
）

第
二
号
及
び
次
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る

総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

設
立
団
体
か
ら
の
補
助
金
又
は
交
付
金
（
次
号
に
お
い
て
「
補
助
金
等
」
と

い
う
。
）
を
も
っ
て
、
当
該
土
地
の
取
得
に
必
要
な
経
費
に
充
て
る
た
め
に
し

た
長
期
借
入
金
又
は
発
行
し
た
債
券
を
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
見
込
み
が
あ

る
も
の
で
あ
る
こ
と

二

長
期
借
入
金
の
借
入
れ
又
は
債
券
の
発
行
に
よ
り
調
達
し
た
資
金
に
よ
り
当

該
土
地
を
一
括
し
て
取
得
す
る
場
合
に
要
す
る
補
助
金
等
の
総
額
が
、
当
該
土

地
の
段
階
的
な
取
得
（
令
第
十
八
条
第
三
号
に
規
定
す
る
段
階
的
な
取
得
を
い

う
。
）
を
行
う
場
合
に
要
す
る
補
助
金
等
の
総
額
に
比
し
て
相
当
程
度
減
少
す

る
見
込
み
が
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

（
長
期
借
入
金
又
は
債
券
の
償
還
期
間
）

第
七
条

令
第
二
十
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲

（
新
設
）

げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

土
地
（
次
号
括
弧
書
に
規
定
す
る
土
地
を
除
く
。
）

十
五
年
間

二

施
設
（
そ
の
用
に
供
す
る
土
地
を
含
む
。
）

二
十
五
年
間
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三

設
備

十
年
間

（
設
立
団
体
の
長
か
ら
吸
収
合
併
消
滅
法
人
へ
の
通
知
等
）

（
設
立
団
体
の
長
か
ら
吸
収
合
併
消
滅
法
人
へ
の
通
知
等
）

第
八
条

（
略
）

第
五
条

設
立
団
体
（
法
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
設
立
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
長
は
、
法
第
百
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、

遅
滞
な
く
、
そ
の
内
容
を
当
該
設
立
団
体
が
設
立
し
た
吸
収
合
併
消
滅
法
人
（
同
項

第
一
号
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
消
滅
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

２

吸
収
合
併
消
滅
法
人
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
法
第
百
十
条
第
二
項

２

吸
収
合
併
消
滅
法
人
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
法
第
百
十
条
第
二
項

に
規
定
す
る
一
定
の
期
間
を
設
立
団
体
の
長
の
指
定
す
る
日
ま
で
の
間
で
定
め
る
と

に
規
定
す
る
一
定
の
期
間
を
設
立
団
体
の
長
の
指
定
す
る
日
ま
で
の
間
で
定
め
る
と

と
も
に
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
作
成
し
、
当
該
吸

と
も
に
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
作
成
し
、
当
該
吸

収
合
併
消
滅
法
人
の
債
権
者
の
閲
覧
に
供
す
る
た
め
、
効
力
発
生
日
（
法
第
百
八
条

収
合
併
消
滅
法
人
の
債
権
者
の
閲
覧
に
供
す
る
た
め
、
効
力
発
生
日
（
法
第
百
八
条

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
効
力
発
生
日
を
い
う
。
第
十
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
効
力
発
生
日
を
い
う
。
以
下

同
じ

。
）
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
そ
の
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
）
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
そ
の
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
務
諸
表
に
関
す
る
事
項
）

（
財
務
諸
表
に
関
す
る
事
項
）

第
九
条

法
第
百
十
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
吸

第
六
条

法
第
百
十
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
吸

収
合
併
消
滅
法
人
及
び
吸
収
合
併
存
続
法
人
（
法
第
百
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

収
合
併
消
滅
法
人
及
び
吸
収
合
併
存
続
法
人
（
法
第
百
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
吸
収
合
併
存
続
法
人
を
い
う
。
次
条
及
び
第
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
そ

す
る
吸
収
合
併
存
続
法
人
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
そ
れ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
法
第
百
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
又
は
同
項
の
規

ぞ
れ
に
つ
い
て
、
法
第
百
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
又
は
同
項
の
規
定

定
に
よ
る
催
告
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区

に
よ
る
催
告
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
、
二

（
略
）

一

最
終
事
業
年
度
（
各
事
業
年
度
に
係
る
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財



- 6 -

務
諸
表
に
つ
き
同
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
各
事
業
年
度
の
う
ち

最
も
遅
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合

最
終
事
業
年
度
の
貸
借

対
照
表

二

最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

（
設
立
団
体
の
長
か
ら
吸
収
合
併
存
続
法
人
へ
の
通
知
等
）

（
設
立
団
体
の
長
か
ら
吸
収
合
併
存
続
法
人
へ
の
通
知
等
）

第
十
条

（
略
）

第
七
条

設
立
団
体
の
長
は
、
法
第
百
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら
れ

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
内
容
を
当
該
設
立
団
体
が
設
立
し
た
吸
収
合
併
存
続

法
人
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

吸
収
合
併
存
続
法
人
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
法
第
百
十
一
条
第
二

項
に
規
定
す
る
一
定
の
期
間
を
設
立
団
体
の
長
の
指
定
す
る
日
ま
で
の
間
で
定
め
る

と
と
も
に
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
作
成
し
、
当
該

吸
収
合
併
存
続
法
人
の
債
権
者
の
閲
覧
に
供
す
る
た
め
、
効
力
発
生
日
ま
で
の
間
、

こ
れ
を
そ
の
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
務
諸
表
に
関
す
る
事
項
）

（
財
務
諸
表
に
関
す
る
事
項
）

第
十
一
条

（
略
）

第
八
条

法
第
百
十
一
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

吸
収
合
併
存
続
法
人
及
び
吸
収
合
併
消
滅
法
人
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
催
告
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い

日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の

と
す
る
。

一

最
終
事
業
年
度
が
あ
る
場
合

最
終
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表

二

最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨
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（
設
立
団
体
の
長
か
ら
新
設
合
併
消
滅
法
人
へ
の
通
知
等
）

（
設
立
団
体
の
長
か
ら
新
設
合
併
消
滅
法
人
へ
の
通
知
等
）

第
十
二
条

設
立
団
体
の
長
は
、
法
第
百
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め

第
九
条

設
立
団
体
の
長
は
、
法
第
百
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
定
め
ら

ら
れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
内
容
を
当
該
設
立
団
体
が
設
立
し
た
新
設
合
併

れ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
内
容
を
当
該
設
立
団
体
が
設
立
し
た
新
設
合
併
消

消
滅
法
人
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併
消
滅
法
人
を
い
う
。
次
項
及
び
次

滅
法
人
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併
消
滅
法
人
を
い
う
。
以
下

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

同
じ
。
）
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

新
設
合
併
消
滅
法
人
は
、
前
項
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
法
第
百
十
四
条
第
二

項
に
規
定
す
る
一
定
の
期
間
を
設
立
団
体
の
長
の
指
定
す
る
日
ま
で
の
間
で
定
め
る

と
と
も
に
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
作
成
し
、
当
該

新
設
合
併
消
滅
法
人
の
債
権
者
の
閲
覧
に
供
す
る
た
め
、
新
設
合
併
設
立
法
人
（
法

第
百
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
新
設
合
併
設
立
法
人
を
い
う
。
）
の
成
立

の
日
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
そ
の
事
務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
務
諸
表
に
関
す
る
事
項
）

（
財
務
諸
表
に
関
す
る
事
項
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
条

法
第
百
十
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
新
設
合
併
消
滅
法
人
に
つ
い
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
又
は
同

項
の
規
定
に
よ
る
催
告
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

最
終
事
業
年
度
が
あ
る
場
合

最
終
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表

二

最
終
事
業
年
度
が
な
い
場
合

そ
の
旨

（
他
の
省
令
の
準
用
）

（
他
の
省
令
の
準
用
）

第
十
四
条

次
の
省
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
（
第
三
号
に
掲

第
十
一
条

次
の
省
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
（
第
三
号
に
掲
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げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
（
都
道
府
県
の
加
入
す
る
一
部
事
務
組
合
又
は
広

げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
都
道
府
県
（
都
道
府
県
の
加
入
す
る
一
部
事
務
組
合
又
は
広

域
連
合
を
含
む
。
）
又
は
都
道
府
県
及
び
都
道
府
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
が
設
立

域
連
合
を
含
む
。
）
又
は
都
道
府
県
及
び
都
道
府
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
が
設
立

す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
に
限
り
、
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
公
営
企
業

す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
に
限
り
、
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
公
営
企
業

型
地
方
独
立
行
政
法
人

型
地
方
独
立
行
政
法
人
（
法
第
八
十
一
条
に
規
定
す
る
公
営
企
業
型
地
方
独
立
行
政

に
限
る
。
）
を
地
方
公
共
団
体
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を

法
人
を
い
う
。
）
に
限
る
。
）
を
地
方
公
共
団
体
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を

準
用
す
る
。

準
用
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
第
三
十
七

条
第
四
項
及
び
第
五
項

二

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
第

十
五
条
及
び
第
十
七
条

三

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
四

号
）
第
四
十
九
条

四

不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
第
四
十
三
条
第
一

項
第
四
号
（
同
令
第
五
十
一
条
第
八
項
、
第
六
十
五
条
第
九
項
、
第
六
十
八
条
第

十
項
及
び
第
七
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
六
十
三

条
第
三
項
、
第
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
号
、
第
百
八
十
二
条
第
二
項

並
び
に
附
則
第
十
五
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
三
号

五

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施

行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
第
六
十
八
条
の
三
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○

総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
項
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
（
第
三
条
関
係
）

別
表
（
第
三
条
関
係
）

法

令

名

条

項

法

令

名

条

項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

電
子
署
名
等
に
係

第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項

る
地
方
公
共
団
体

情
報
シ
ス
テ
ム
機

構
の
認
証
業
務
に

関
す
る
法
律
施
行

令
（
平
成
十
五
年

政
令
第
四
百
八
号

）

地
方
独
立
行
政
法

第
二
十
八
条
第
一
項

（
新
設
）

人
法
施
行
令
（
平

成
十
五
年
政
令
第
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四
百
八
十
六
号
）

（
略
）

武
力
攻
撃
事
態
等

第
二
十
五
条
第
二
項

に
お
け
る
国
民
の

保
護
の
た
め
の
措

置
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
十

六
年
政
令
第
二
百

七
十
五
号
）

（
略
）

（
略
）


